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厚生労働科学研究費（長寿科学政策研究事業） 

総括研究報告書 
 

訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究 
 

研究代表者 山本則子  東京大学大学院医学系研究科 教授 

研究分担者 野口麻衣子 東京大学大学院医学系研究科 准教授 
 歴本サメハ 東京大学大学院医学系研究科 特任講師 
 角川由香 東京大学大学院医学系研究科 助教 
 沼田華子 東京大学大学院医学系研究科 助教 
 柏原康佑 東京大学医学部附属病院臨床研究推進センター 特任講師 
 山名隼人 自治医科大学 データサイエンスセンター 講師 
 横田慎一郎 千葉大学大学院看護学研究院 教授 

研究協力者 中島朋子 一般社団法人全国訪問看護事業協会 常務理事 
       鈴木理恵 公益社団法人日本看護協会 医療政策部 調査研究企画調整担当専門職 
 大竹尊典 公益財団法人日本訪問看護財団 事務局次長 
 岩本大希 一般社団法人日本在宅看護学会 理事 
 篠原真純 東京大学大学院医学系研究科 特任研究員 
 江南沙里菜 東京大学大学院医学系研究科 大学院生 

A. 研究目的・背景 

日本では、住み慣れた地域で継続して生活で
きる社会の実現に向け、地域包括ケアシステム
の構築が求められている。2024年度介護報酬改

定においては、「地域包括ケアシステムの深
化・推進」等を基本的な視点として、質の高い
ケアマネジメントや必要なサービスが切れ目な
く提供できる体制づくりが進められた。訪問看

研究要旨 

本研究は、訪問看護の質向上に資する標準化された評価指標の構築を目的とした。今年度は、研究 1
では国内外の文献および資料を網羅的にレビューし、572 項目の評価指標を収集した後、評価困難・
日本の訪問看護に当てはまらない等の基準により 360 指標に絞り込んだ上で、エキスパートパネルで
の討議を経て、102 指標を評価指標案として選定した。この 102 指標について、訪問看護師・多職
種・訪問看護利用者および家族・政策関係者の計 40 名を対象にデルファイ法による調査を実施し、最
終的に 86 項目の評価指標を得た。 研究 2では、県レベルの医療および介護のレセプトデータに事業
所の情報を突合し、分析用のデータベースを構築した上で、研究１で実施されている評価指標の精査
の経過を踏まえ、候補指標に関してレセプトデータによる分析の可能性を検討した。更に、試験的な
評価指標として訪問看護事業所別の褥瘡の有病率を分析することとし、算出ロジックを定めて 1県の
データで抽出と集計を行った。 
本研究の成果は、これまで合意を得た評価指標が存在しなかった訪問看護領域において、全国で共

通活用可能な指標を提示した点に大きな意義がある。また、レセプトデータ等からの抽出可能性を検
討したことで、看護職の記録事務負担軽減に向けた具体的道筋を示した。次年度以降は、開発した指
標の妥当性を検証するとともに、構築したデータベースを基盤として、訪問看護の質向上に資する評
価体系の更なる精緻化を目指す。 
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護においては、医療と介護の連携推進や看取り
対応強化等に資する改定が行われ、質の高いサ
ービスを促進する仕組みが整備された。今後
も、医療ニーズの高い利用者が増加すると予測
される中、適切かつ質の高い訪問看護を提供す
ることが期待されると同時に、質の評価も求め
られることから、訪問看護の質向上につながる
エビデンスに基づく評価指標が必要である。 

訪問看護の質を評価する評価指標については
すでに、OASIS（Outcome and Assessment 

Information Set）[1]や VENUS（Visualizing 

Effectiveness of NUrsing and Long-term Care）質指
標[2]、日本看護協会[3]や日本訪問看護事業協会
の指標[4]、オマハシステム[5]など、複数の指標
が報告されている。しかし、現在の訪問看護の
現場には、共通して使用されている評価指標が
なく、一部の事業所がそれらの指標を活用して
いるものの、全国的に統一した評価を実施でき
ていないことが課題となっている。また、分担
研究者らはこれまで、Diagnosis Procedure 

Combinationデータや医療レセプトデータなど、
様々なリアルワールドデータ（RWD）を用いた
研究を実践してきている［6］–［11］。そこ
で、レセプトデータをはじめとした RWDで得ら
れる情報を二次的に訪問看護の評価として利活
用することも有用であると考えられた。 

以上のことから、本研究では、以下の 2点を目
的とする。 

１） 国内外の文献レビューおよびエキスパー
トパネル、デルファイ法によるコンセン
サス構築を通した既存評価指標の精査と
統一版訪問看護評価指標案の作成 

２） 既存データベースの二次分析による訪問
看護事業所の医療及び介護のサービス提
供実態（レセプトデータ、ケアの内容、
開始時期、頻度等）、利用者の状態変化
（要介護度、死亡、傷病名、合併症、疾
患発生、処方、栄養剤の使用、在宅療養
期間、入院履歴等）、総コスト等のアウ

トカムに関する分析 

 
B. 研究方法 

 本研究は、2つの分担研究から構成される。
［研究 1］国内外の文献レビューによる既存評価
指標の精査、［研究 2］訪問看護事業所のサービ
ス提供実態のアウトカムに関する分析、であ
る。 
 
 
Ⅰ.［研究 1］国内外の文献レビューによる既存
評価指標の精査 
本研究は、１．文献レビュー、２．エキスパー
トパネル、３．インタビュー調査、４．デルフ
ァイ法の順に実施した。 
 
１．文献レビュー 

１）レビューの方法 

 国内外の訪問看護の質評価指標を網羅的に抽
出するため、英文および和文のレビュー論文、
報告書やインターネット上の実務関連サイト等
のいわゆる Grey Literatureを対象としたレビュー
を行った。 

２）データベース 

 英文のレビュー論文は PubMed, Cochrane 

Library, CINAHL, Web of Science, PsycINFOを用
い、和文のレビュー論文は医中誌Webを用いて
検索した。Grey Literatureについては、Google検
索によるハンドサーチに加え、研究班での議論
を通して提案された報告書、米国連邦政府メデ
ィケア・メディケイドサービスの質評価ウェブ
サイトなど、インターネット上の情報も追加す
ることで補完した。 

３）検索戦略 

 英文のレビュー論文の検索語は、「Older 

adults」「Home visit nursing」「Quality 

indicators」「Review articles」等を用い、適宜
AND/ORで組み合わせた。和文のレビュー論文
は「高齢者」「訪問看護」「質指標」「レビュ
ー」等のキーワードで検索を行った。Grey 
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Literatureについても「Review articles」「レビュ
ー」を除き同様の検索語を用いた。検索は 2025

年 5月に実施した。 

４）組み入れ基準 

 組み入れ基準は、対象が高齢者（and/orその家
族）、訪問看護を扱っていること、 質指標（構
造、過程、結果）であること、及び 2010年 1月
から 2025年 5月に発表された文献であることと
した。 

５）文献選択およびデータ抽出 

 タイトル・抄録スクリーニング、フルテキス
ト評価により、対象となる文献を選択した。文
献中の全指標を精査し、高齢者の訪問看護の質
指標に該当する指標を抽出した。 

６）エキスパートによる提案および統合 

 研究協力者であるエキスパートとのディスカ
ッションを行い、文献から抽出された質指標項
目に追加すべき項目について検討した。 
 
２．エキスパートパネル 

１）研究対象者 

研究対象は、研究参加時点で、国内の看護系
諸団体の役職に就いている方、もしくは、訪問
看護に関する政策立案に携わっている方とし
た。 

２）調査手順・内容 

 対象者は機縁法により選定した。対面または
オンライン（Zoom）にて半構造化グループイン
タビューを実施した（120分）。インタビューガ
イドに基づき、評価指標案の全体的印象、妥当
性、重要性、実用性等について尋ねた。 

３）分析 

 インタビュー内容は録音し、逐語録を作成し
た。逐語録は個人情報を削除したうえで匿名化
した。逐語録を基に内容を整理し、評価指標案
の修正点を抽出した。 
 
３．インタビュー調査 

１）研究対象者 

研究対象者は、研究参加時点または過去 3年以

内に、訪問看護事業所に従事している看護職と
し、当該訪問看護事業所における臨床経験が通
算５年以上の者とした。 

２）調査手順及び内容 

対象者は機縁法により選定し、オンライン
（Zoom）にて半構造化インタビューを実施した
（所要時間：60分程度）。インタビューガイド
に基づき、評価指標案の全体的印象、表現の適
切性や答えやすさ等について尋ねた。 

３）分析 

 インタビュー内容は録音し、逐語録を作成し
た。逐語録は個人情報を削除したうえで匿名化
した。 
 
４．デルファイ法による調査 

１）研究対象者 

研究対象者は、訪問看護利用者又は家族 4名、
訪問看護師 20名、理学療法士 1名、作業療法士
2名、言語聴覚士 1名、ケアマネジャー4名、訪
問診療に携わる医師 4名、政策関係者 4名の計
40名とした。 

２）調査手順及び内容 

2回のオンライン調査を行った。調査内容は、
102の評価指標案である。評価指標案の各指標に
ついて、訪問看護の質を反映する指標としての
「有用性」の程度として、１から９（１＝極め
て有用でない～ ９＝極めて有用である）のいず
れかの回答を求めた。有用性とは、「評価指標
が、訪問看護の質を反映するものとして適切
か、また、今後の訪問看護の質改善を行う上で
役立つかどうか」と定義した。 

対象者は、1回目調査の集計結果を参照した上
で、2回目オンライン調査に回答した（所要時
間：60分程度）。 

３）分析 

オンライン調査 1回目終了後、各指標の回答割
合を算出し、回答理由については指標ごとに生
データを整理した。オンライン調査 2回目終了
後、各指標の有用性を 7以上と回答した者の割合
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を算出した。米国 RAND社のデルファイ法に関
するマニュアル[12]を参考に、7以上の回答割合
が 80%以上の指標を合意基準とした。なお、エ
キスパートパネルで結果をレビューし最終指標
案を判断した。 

 
５．倫理的配慮 

 東京大学大学院医学系研究科・医学部倫理委
員会の承認を受けて、機関の長による許可を受
けて実施された（No. 2025327NI）。 
 
Ⅱ．［研究 2］訪問看護事業所のサービス提供実
態のアウトカムに関する分析 
本研究は３つに分けて実施した。 
 
１．分析用データベースの構築 
 県および市町等との調整を行い、国民健康保
険および後期高齢者医療制度のレセプトデー
タ、KDB（国保データベース）データならびに
介護レセプトデータの取得を進めた。既存の県
（A 県）はデータの年度を更新し、新たに B 県
で調整を行った。また A県については医療保険
による訪問看護のデータも検討した。 
 また、介護事業所等に関する情報を別途入手
することとした。地域における医療資源の状況
を把握する目的で、訪問看護事業所に限定せず
A 県および B 県に存在する様々な種類の機関
（表 1）のデータを入手した。 
 
２．質指標候補のレセプトの抽出可能性の検討 
 研究 1の途中段階で得られた 284 件の評価指
標の候補に関して、レセプトデータからの抽出
と計算の実現可能性を検討した。２名の研究者
（研究者 1：データベース研究の専門家、研究者
2：看護研究の専門家）がそれぞれ検討を行い、
「可能性あり」「要検討」「困難」で分類し
た。またレセプトデータからの抽出にあたって
改変が必要な定義等について検討した。 
 
３．選定された質指標のデータベースからの抽

出と単純集計 
 試験的な評価指標の算出として、事業所別の
褥瘡の有病割合を分析した。A県のデータを用
いて、国民健康保険または後期高齢者医療制度
の被保険者のうち 2020～2022年度に介護保険の
訪問看護（サービス種類コード：13）を受けた
利用者の情報を抽出した。医療保険と介護保険
のデータが連結できない対象者を除外した上
で、県内の訪問看護事業所でサービスを受けた
データを対象とし、各利用者の各月のデータを
基に分析した。医療保険の傷病名から同月中の
褥瘡の傷病名（ICD-10 コード：L89、疑い病名
は除く）を抽出した上で、以下のロジックで評
価指標を算出した。 
・分析の単位：事業所、年度 
・分母：１年間に各事業所で介護保険の訪問看
護を実施した人月の合計 
・分子：分母のうち、医療保険で褥瘡の病名が
記録された人月の合計 
・除外：分母<120 人月 

 
４．倫理的配慮 
 本研究は自治医科大学附属病院医学系倫理審
査委員会の意見を聴き（臨第 25-106）、機関に
よる実施許可を得て行った。既存の匿名加工情
報のみを用いることから、人を対象とする生命
科学・ 医学系研究に関する倫理指針の適応外と
判断された。 
 
C. 研究結果 及び D.考察 

Ⅰ.［研究 1］国内外の文献レビューによる既存
評価指標の精査 
C.研究結果［研究 1］ 

１．レビュー 

 文献検索の結果、合計 572指標が抽出された。
その上で、日本の訪問看護の文脈に合わない
（例：処方権に関連した質指標等）、天井効果
が考えられる項目等の 212指標を、研究者らの合
議で除外し、360の質指標案が抽出された（図
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1）。 

２．エキスパートパネル 

 評価指標案を精錬するためにエキスパートパ
ネルを開催し、レビューにより特定された評価
指標案（360指標）について意見を交換した。 

エキスパートパネルには、一般社団法人 全国
訪問看護事業協会・常務理事／中島朋子氏、一
般社団法人日本看護協会／常任理事・鈴木理恵
氏、公益財団法人日本訪問看護財団・事務局次
長／大竹尊典氏、日本在宅看護学会・理事／岩
本大希氏の４名が参加した。 

エキスパートパネルメンバーは、評価指標に
何を残すべきか 2時間の議論を行った。この議論
の後に、エキスパートパネル 4名へそれぞれ、評
価指標として採用するかどうか尋ねた。エキス
パートパネルメンバー4名のうち 3名以上が「採
用」と回答した質指標 86指標から類似性等の理
由から 3指標を削除し、83指標を採用とした。
加えて、研究者らは、採用されなかった指標に
ついて、エキスパートパネルでの意見を基に改
めて精査し、新たに 19指標を追加した。最終的
に、評価指標案として 102指標が特定された。 

３．インタビュー調査 

表面妥当性を検討するためにインタビュー調
査を実施した。訪問看護師４名が参加した。イ
ンタビューの結果を基に、答えやすさや統一性
のために各指標の表現を修正した。 

４．デルファイ法による調査 

オンライン調査（全 2回）によるデルファイ法
を用いた調査を実施した。40名を対象とし、第 1

回調査は 36名、第 2回調査は計 34名から回答を
得た。 

2回目調査の結果、102指標のうち、訪問看護
の質指標としての有用性（9段階評価）を 7以上
と回答した者の回答割合が 80%以上の指標は 65

指標であった。残りの 37指標について、エキス
パートパネルにて討議し、19指標を追加採用し
た。採用された 19指標のうち、4項目は内容の
類似性から 1項目に統合され、16指標となっ

た。さらに、研究班にて項目全体を討議した。
その結果、今後さらに重要性が高まる項目と考
えられた地域連携等に係る項目について、デル
ファイラウンドに入る前に一旦除外されていた
が、5指標を採用した。最終的に、65指標・16

指標・5指標を合わせた 86指標が評価指標案と
して提案された（図 2）。  

指標は、全部で 6ドメイン構造とし、1. 基本的
ニーズの充足支援、2. 病状安定と苦痛緩和の支
援、3. 尊厳と心理社会的ニーズへの支援、4. 安
らかなエンドオブライフへの支援、5. リスク予
防と安全確保の支援、6．組織のケア提供体制 

であった（表 2）。 

 指標のうち、32指標（アウトカム指標）を表 3

に示した。このうち、24指標は看護職からの報
告、8指標は利用者又は家族が報告する指標であ
った。 
 
D.考察［研究 1］ 

1. 指標セットの妥当性と網羅性 

本研究では、多様なステークホルダーによる
合意形成プロセスを経て、86項目の訪問看護の
評価指標を構築した。本指標の最大の特徴は、
臨床専門家だけでなく、患者・家族、政策決定
者の視点を統合した点にある。これにより、従
来の提供者中心の評価に留まらず、訪問看護サ
ービスを受ける利用者、さらには政策的視点を
も含めた質指標の枠組みを提案出来た。特に、
多職種連携や意思決定支援など、統計的な合意
だけでは含まれない可能性があるものの、臨床
現場で不可欠な項目を定性的な議論を経て指標
に含めた点は、本指標の強みであると考える。 

 
2. 既存評価指標との比較と実用性 

本指標セット（86項目）は、国際的に用いら
れる interRAI-HC（約 260項目）と比較すると、
項目数が少ない。また、国内の既存の評価指標
との比較においても、行政的なコンプライアン
スを重視する傾向にある従来の指標 [4]に対し、
本指標は 32項目のアウトカム指標（うち 8項目
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の Patient Reported Outcome (PRO)：利用者報告ア
ウトカムを含む）を軸とした、より臨床的かつ
アウトカム志向の構成となっている。網羅的な
アセスメントから、焦点を絞ったモニタリング
へとシフトすることで、現場の看護職を疲弊さ
せることなく、多面的な質評価を可能にする実
用的な代替案となり得ると考えられる。 

 
3. 領域別の特徴：尊厳と心理社会的ニーズ 

全 6ドメインの中で、「尊厳と心理社会的ニ
ーズへの支援」に関する項目が最も多く抽出さ
れた。これらの指標は、訪問看護の本質的なス
キルを象徴しており、従来の国内外の質指標で
は十分に指標化されてこなかった領域である。
先行研究において、日本の訪問看護の質は単な
る臨床的予後ではなく、信頼関係の構築や患
者・家族の満足度、生活の価値観に根ざした支
援に依存することが示唆されている[13]。本指標
は今まで質指標として明示されてこなかったこ
れらの指標を含んだ点が新しいと言えよう。 

 
4. 本研究の限界 

本研究の限界として、第一に臨床現場におけ
るデータ収集の実現可能性や負担感の実証的検
証が未完了である点が挙げられる。第二に、デ
ルファイ法に参加したパネルの代表性の問題、
第三に専門家の判断による項目復帰に伴うバイ
アスの可能性が残る。今後は、これらの指標を
継続的にモニタリングすることで、実際に利用
者アウトカムの改善に寄与するかどうかを縦断
的に検証する必要がある。 

 
5. 国の政策への活用に向けた展望 

本指標を全国の訪問看護事業所に普及するた
めには、標準的な評価ツールとして国の診療報
酬体系や介護保険制度に統合される必要がある
と考える。本指標を訪問看護記録等のデジタル
ヘルスシステムと連携させ、大規模言語モデル
などの手法を用いて、日々の看護記録から自動
的にデータを抽出・蓄積する仕組みを構築する

ことで、現場の事務負担を最小限に抑えたフィ
ードバックが可能となる。 

特に、介護保険の施設サービス領域中心に現
在展開されている科学的介護情報システム
（LIFE）へ本指標の一部を組み込むことは、直
感に頼った看護からデータ駆動型看護への転換
を促し、科学的根拠に基づいた訪問看護の質向
上と、持続可能な地域包括ケアシステムの実現
に寄与すると期待される。 

 
Ⅱ．［研究 2］訪問看護事業所のサービス提供実
態のアウトカムに関する分析 
 
C. 研究結果［研究 2］ 

１．分析用データベースの構築 
A県については、県内全市町から取得済みであ

った2019～2023年の各種レセプトデータを拡張
して2015～2025年のデータを取得し、医療保険
の訪問看護レセプトデータも入手した。B県につ
いても、2018～2025年のデータ取得を完了し
た。 
介護事業所等の情報については、A県は2018～

2022年、B県は2018～2025年等のデータを入手
した。A県およびB県における2018～2022年の介
護事業所数の推移を種類ごとに図3に示す。施設
数の推移は、県と提供するサービスの種類によ
って異なることが明らかとなった。 
 
２．質指標候補のレセプトの抽出可能性の検討 
 研究者２名による 284 件の評価指標の検討結
果を表 4に示す。合計 116 件の指標が少なくと
も 1名の研究者により「可能性あり」と判定さ
れた。重複を除いた 69 件の評価指標を表 5に示
す。また評価指標をレセプトデータから算出す
るにあたっては、適切なデータが存在するか、
またどのように変数を定義するか、といった課
題が挙げられた。 
 
３．選定された質指標のデータベースからの抽
出と単純集計 
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 A 県国民健康保険または後期高齢者医療制度
の被保険者のうち、3年間に介護保険の訪問看護
を受けた 16,960人が選択された。除外基準を適
用した結果、2020年度は 86 事業所、2021 年度
は 87 事業所、2022 年は 84 事業所がそれぞれ分
析対象となった。年度ごとの人月の合計値、事
業所規模と褥瘡の有病割合は表 6に示すとおり
であり、図 4は褥瘡の有病割合を順に並べたも
のであり、一定程度のばらつきが認められた。 
D.考察［研究 2］ 

 本研究では、データベースの二次分析により
訪問看護事業所のサービス提供実態のアウトカ
ムを明らかにするため、レセプトデータベース
を基に分析用データベースを構築するととも
に、284 件の評価指標の候補に関して分析可能性
を検討した上で、試験的な評価指標として褥瘡
を選択し、事業所別の褥瘡の有病割合を分析し
た。褥瘡発生とその経過は、看護実践の質を反
映する指標、いわゆるNurse-Sensitive Outcome
として広く認知されている。 
 既存のデータベースを拡張して複数県のレセ
プトデータを入手することにより、地域間差の
分析が可能になった。また事業所の情報を追加
することにより、事業所規模などレセプトデー
タからは得られない情報を補うことが可能とな
った。2県の介護事業所数を集計した予備的検討
からも、2 県の医療資源の傾向が異なることが明
らかである。更に、1県では新たに医療保険によ
る訪問看護のデータを入手した。次年度はこれ
らのデータを複合的に用いることで、訪問看護
の質向上に向けて評価指標の検討を進める予定
である。 
 評価指標の分析可能性の検討では、候補とな
る指標のうち一定程度について、レセプトデー
タから分析できる可能性が示唆された。また１
つの指標（事業所別の褥瘡の有病割合）につい
ては、医療レセプトと介護レセプトの連結デー
タベースを活用して試験的にロジックの設定と
指標の算出を行った。なお本研究の限界とし

て、①現段階では研究 1の検討途中のリストを
基に検討を行った点、②評価指標の分析可能性
や算出方法が詳細・系統的にはできていない
点、③他のデータベースでの実現可能性は検討
できていない点、が挙げられる。特に、利用者
のもつ基礎疾患等の背景の調整ができていない
ことには注意が必要であるが、医療と介護の連
結データベースを用いることで更なる詳細な分
析が可能である。今後は研究 1 の成果も踏ま
え、データベースの二次分析により算出可能な
評価指標の検討を進める予定である。 
 
E. 結論 

本年度の研究により、全国で共通活用可能な
「訪問看護質指標（86項目）」の原案を策定
し、レセプトデータを活用した効率的な評価体
制の基盤を構築した。 

まず、評価指標の選定過程において、専門家
のみならず利用者・家族、政策関係者を含む多
様なステークホルダーによるデルファイ法を用
いた点は、本研究の強みである。特に、訪問看
護特有の「生活を支える視点」や尊厳などの
「心理社会的ニーズ」が反映されたことは、本
邦の訪問看護の質を評価する指標として、有用
な視点を含めることができたと考えられる。 

データ活用については、レセプトデータと事
業所情報を突合したデータベースを構築し、褥
瘡有病率を例とした算出ロジックを確立した。
これは、質評価における最大の課題である現場
の入力負担を、既存の行政データの利活用によ
って解決しうる可能性を示したものと言える。
この成果は、直感や経験に頼った質管理から、
客観的エビデンスに基づくデータ駆動型の質管
理への転換を加速させる一助となると考えられ
る。 

今後は、本研究で開発された 86指標の妥当性
について、縦断的に評価する予定である。ま
た、レセプトデータ分析においては、更なる検
討を進め、評価指標の標準化と訪問看護の質向
上にデータベースの二次利用から貢献すること
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を目指す。 
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表 1. 入手・活用した事業所等のデータに含まれる機関の種類 
種別 機関の種類または提供サービス 

医科 病院、診療所 

歯科 歯科診療所 

薬局 保険薬局 

介護 

訪問サービス、通所サービス、福祉用具

サービス、居宅介護支援サービス、居宅

系サービス、施設系サービス、サービス

付き高齢者住宅、住宅型有料老人ホーム 

 
 
表 2 訪問看護の評価指標のドメイン別の数 

ドメイン 全て 

質指標 

構造 

 過程  結果 

 アセス

メント 
ケア  

看護職に 

よる報告 

利用者に 

よる報告 

1. 基本的ニーズの充足支援 16 0  7 4  5 0 
2. 病状安定と苦痛緩和の支援 22 0  7 3  12 0 
3. 尊厳と心理社会的ニーズへの支援 30 0  12 6  4 8 
4. 安らかなエンドオブライフへの支援 6 0  0 4  2 0 

5. リスク予防と安全確保の支援 3 0  0 2  1 0 

6．組織のケア提供体制 9 9  0 0  0 0 

合計 86 9  26 19  24 8 
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表３ 訪問看護の評価指標案（結果指標：32指標） 

No. ドメイン 評価指標 評価者 

1 1. 基本的ニーズの充足支援 利用者の、日常的な活動の自立度について、回答してく

ださい 

看護師 

2  排便に関する問題により日常生活に影響がありますか 看護師 

3  利用者の状態は、以下のいずれかに当てはまりますか 

・過去 30 日間で、体重が 5％以上減少しましたか 

・本人または周囲の方から見て、過去 30 日前に比

べてやせてきたと感じますか 

看護師 

4  身体の清潔を保つことができていますか 看護師 

5  利用者に、IAD（尿または便（あるいは両方）が皮膚に

接触することにより生じる皮膚炎）がありましたか 

看護師 

6 2. 病状安定と苦痛緩和の支援 利用者は、呼吸器感染症がありましたか 看護師 

7  利用者は、尿路感染症がありましたか 看護師 

8  入院がありましたか（あった場合、以下を入院毎に記

録）入院日数は何日でしたか／入院の理由は何ですか／

予定外の入院でしたか 

看護師 

9  救急車を要請したことがありますか 看護師 

10  予定外の救急外来を受診したことがありますか（入院の

有無は問いません） 

看護師 

11  緊急訪問がありましたか 看護師 

12  緊急の電話連絡がありましたか 看護師 

13  何種類の薬を服用していますか 看護師 

14  利用者は薬の服用を指示どおりに行えていますか 看護師 

15  疼痛はどの程度コントロールできていましたか 看護師 

16  利用者に、皮膚の裂傷や切り傷（手術創以外）（スキン

テア）がありましたか 

看護師 

17  利用者に褥瘡がありましたか 看護師 

18 3. 尊厳と心理社会的ニーズへの支援 利用者は、現在の状況の中で、可能な範囲で自分の希望

する生き方を実現できていましたか 

看護師 

19  家族は介護のために疲れ切っていましたか：※家族：利

用者にとっての家族、家族と聞いて思い浮かべる人 

看護師 

20  ネグレクトや虐待の兆候は見られましたか 看護師 

21  利用者は療養の場において物理的な身体抑制を受けまし

たか（四肢の抑制、ベッドの 4 点柵、車いすのテーブ

ル：等） 

看護師 

22  （家族の療養生活上の安心感） 

・療養者の受けている治療や支援に安心している 

・療養者はあまり苦痛を感じないで過ごせている 

・私の心配事には十分に対処してもらえている 

・色々なサービスがあるので安心だ 

・安心して自宅で療養できる 

利用者の

家族 
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No. ドメイン 評価指標 評価者 

23  今の生活に満足している 利用者 

24  安心して生活している 利用者 

25  痛みや不快感なく過ごせている 利用者 

26  排泄に関して困っている 利用者 

27  今の状況で自分の希望する生き方を実現できている 利用者 

28  （QCE-ACC） 

・私は敬意と尊厳をもって扱われています 

・私は意思決定を支援されています 

・スタッフは十分なスキルを持っています 

・ケアは私の健康と福祉に良い影響を与えています 

・私は社会的な関係やコミュニティとのつながりを持つ

ためのサポートを受けています・私は苦情やフィードバ

ックを安心してスタッフに伝えることができます 

利用者 

29  （NPS）今受けているサービスをどの程度友人や知人に

勧めたいと思いますか 

利用者 

30 4. 安らかなエンドオブライフへの支

援 

（利用者が亡くなった場合のみの回答）利用者本人が希

望する場所でお看取りができましたか（実際の死亡場所

と、希望の場所をそれぞれ回答してください） 

看護師 

31  （利用者が亡くなった場合のみの回答）利用者の死亡

後、家族や周囲の人から安らかな最期を迎えられた等の

発言がありましたか 

看護師 

32 5. リスク予防と安全確保の支援 転倒転落はありましたか 看護師 

 
表4. 研究者2名による、訪問看護の質評価指標の候補（N=284）に関する分析可能性の検討 

研究者 1 

研究者 2 

可能性

あり 

要検討 困難 

可能性あり 43 1 53 

要検討 10 1 17 

困難 9 1 149 
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表 5. レセプトデータから抽出可能と考えられた訪問看護の評価指標の候補 
番号 評価指標 

1 人口に占める利用者の割合 

2 訪問頻度 

3 業務効率指数 

4 利用可能日から 5 日以内の初回看護訪問 

5 30 分以上の訪問介護 

6 24 時間サービスの提供 

7 管理栄養士への相談 

8 死亡者数 

9 退院後の予定外の再入院 

10 退院後の予定外の救急外来受診 

11 予定外の救急外来受診と死亡 

12 特定の疾患について退院後のフォローアップ受診 

13 精神科入院後の受診 

14 ADL の改善 

15 ADL の低下 

16 IADL の改善 

17 IADL の低下 

18 在宅における移動機能の障害 

19 移動および歩行の自立度の維持・改善 

20 移乗および移動の悪化または依存状態維持 

21 体重減少 

22 便秘の有病率 

23 膀胱失禁の有病率 

24 膀胱機能の改善 

25 膀胱機能の低下 

26 膀胱失禁の発症または膀胱機能の非改善 

27 褥瘡の有病率 

28 褥瘡・潰瘍の有病率 

29 多剤併用 

30 7 日を超えて処方された抗生物質 

31 長時間作用型ベンゾジアゼピン系、強い抗コリン作用薬またはトラマドールの使用 

32 向精神薬の使用 

33 向精神薬の多剤併用 

34 抗うつ剤の使用 

35 抗精神病薬の使用 

36 抗精神病薬の使用（認知症あり） 

37 抗精神病薬の使用（認知症なし） 

38 低リスクの抗精神病薬使用 

39 高リスクの抗精神病薬使用 

40 抗精神病薬の適応外使用 

41 認知機能 

42 認知機能の改善 

43 認知機能の低下 

44 進行期認知症に対する嚥下機能と体位の評価 

45 コミュニケーション機能の改善 

46 コミュニケーション機能の低下 

47 コミュニケーション機能の低下または非改善 
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表 5（続）. レセプトデータから抽出可能と考えられた訪問看護の評価指標の候補 
番号 評価指標 

48 気分の改善 

49 気分の低下 

50 抑うつ気分 

51 孤独・苦悩 

52 転倒 

53 外傷  

54 傷害（骨折、2 度または 3 度の熱傷、原因不明の傷害） 

55 骨折 

56 大腿骨頸部骨折 

57 疼痛の有無 

58 コントロールされていない疼痛 

59 痛みの改善 

60 慢性オピオイド使用 

61 慢性オピオイド使用（認知症あり） 

62 慢性オピオイド使用（認知症なし） 

63 死亡場所別の割合 

64 死亡前のかかりつけ医との接触 

65 看取り前に受けた在宅ケア 

66 看取り前の訪問診療・医療の頻度 

67 ホスピスに入院しなかった割合 

68 在宅緩和ケアにより最期まで自宅で過ごすことができる 

69 在宅緩和ケアにより入院を減らす 

 
 
表6. 年度ごとの訪問看護事業者別の褥瘡の有病割合（A県） 

年度 事業所数 
年間の人月

合計 

事業所規模(人月)、 

中央値 [四分位範囲] 

褥瘡の有病割合(%)、 

中央値 [四分位範囲] 

2020 86 51,204 498 [294, 792] 2.1 [1.0, 3.8] 

2021 87 54,404 508 [283, 831] 1.9 [0.9, 4.0] 

2022 84 54,783 543 [291, 914] 2.3 [0.8, 3.9] 
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図１ 文献レビューのフローチャート 

最新のレビュー文献の検索 (2023年6月～)
(対象：2023年6月~2025年5月の英語のレビュー文献）

除外論文(N = 2)
・QIではない
     (N= 1)

・施設ケア
    (N = 1)

除外指標(n = 212)
・天井効果 ・日本文化に合わない ・ドメイン変更
・重複 ・優先順位が低い ・その他

Notes:
*1 ポリシー・ガイドラインマニュアル、臨床実践ガイドライン、政府や自治体の報告書、行政・医療制度関連のニュースなど
*2 Karimi-Dehkordi ら（2024）が述べているように、明確性とは質指標が十分に明確であり意味のある解釈や行動につなげられることを、定量性とは質指標において分子と分母の説明が明示されていることを指す。
*3 継続ケアは、在宅ケア、サポート付き住宅（アシストリビング）、または長期介護（介護老人ホーム）を含むケアを指す。
*4 臨床従事者の経験、労働環境、職務満足度、研修を測定するQI（例：在宅ケアサービスのうち、スタッフに対して認知症特化研修を提供している割合）

指標 (n = 572)

指標数 論文数
指標 (n = 360)

出典4
英語

Grey 論文

出典5
日本語

Grey 論文

重複または類似
(n = 93)

重複または実質的に類似
 (n = 134)

指標 (n = 134)  指標 (n = 9)  指標 (n = 0) 指標 (n = 54) 指標 (n = 375)

組み入れ論文
(N = 2)

・関連するQIがない 組み入れ対象論文
(N = 0)日本文化では無関係または当然

のため除外(n = 14)

(N = 24)

関連する指標 (n = 268)

除外論文(N = 25)
・人材 (n = 17) *4 ・レビューではない

関連し得る指標(n = 282) ・施設またはその他のケア環境 質質指標
(n = 468)・在宅ケア関連 (n = 191)     (n = 122)     (N = 1)

・不明確 (n = 91)

予防 (n = 73) 除外論文 (N = 2,402) 除外論文
継続ケアの指標 *3  (N = 61) 高齢者ケアと

無関係
(n = 10)

(n = 421) 全文レビュー用文献
(N = 27)

全文レビュー(N = 2)
無関係な指標 (n = 139)

指標 *2 タイトル・要旨スクリーニング
(N = 2,429)

タイトル・要旨スク
リーニング(N = 63)

質指標
(n = 478)(n = 1662) 急性期ケア (n = 535)

地域ケア (n = 633)

専門家からの提案
・予防 (n = 207) Web of Science (N = 1,909)  (n = 3)

・継続ケア (n = 2055) 不明確または定量できない
指標(n = 4729)

PsychInfo (N = 105)
重複(N = 610)

全指標数 (n = 6391) PubMed (N = 861)
医中誌 web
　(N = 63)

英語Grey論文からの項目
組み入れ論文

 (N = 8)

・急性期ケア (n = 1769) Cochrane Library (N = 108)  (n = 51)
・地域ケア (n = 2360) CINAHL (N = 56)

出典1
レビュー論文（2024出版）

出典2
最近のレビュー論文

出典3
日本のデータベース

(Karimi-Dehkordi et al. 2024)対象：2010年1月～2023
年6月に発表された英語のレビュー論文およびグレー文献

(対象：2010年1月~2023年6月に投稿され
た日本語のレビュー論文)
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図 2 デルファイ調査における評価指標案のフローチャート
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A. 訪問サービス      B. 通所サービス 

   
C. 福祉用具サービス     D. 居宅介護支援サービス 

  
E. 居宅系サービス      F. 施設サービス 

  
G. サービス付き高齢者向け住宅    H. 住宅型有料老人ホーム  

図 3. 2 県の提供サービス別の介護事業所数 
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図 4. 年度ごとの訪問看護事業者別の褥瘡の有病割合（A県） 
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厚生労働科学研究費（長寿科学政策研究事業） 

分担研究報告書 
 

訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究 

国内外の文献レビューによる既存評価指標の精査を通した訪問看護評価指標の作成（研究１） 
 

研究代表者 山本則子  東京大学大学院医学系研究科 教授 

研究分担者 野口麻衣子 東京大学大学院医学系研究科 准教授 
 歴本サメハ 東京大学大学院医学系研究科 特任講師 
 角川由香 東京大学大学院医学系研究科 助教 
 沼田華子 東京大学大学院医学系研究科 助教 
 柏原康佑 東京大学医学部附属病院臨床研究推進センター 特任講師 
 山名隼人 自治医科大学 データサイエンスセンター 講師 
 横田慎一郎 千葉大学大学院看護学研究院 教授 

研究協力者 中島朋子 一般社団法人全国訪問看護事業協会 常務理事 
       鈴木理恵 公益社団法人日本看護協会 医療政策部 調査研究企画調整担当専門職 
 大竹尊典 公益財団法人日本訪問看護財団 事務局次長 
 岩本大希 一般社団法人日本在宅看護学会 理事 
 篠原真純 東京大学大学院医学系研究科 特任研究員 

A. 研究目的・背景 

日本では、住み慣れた地域で継続して生活で
きる社会の実現に向け、地域包括ケアシステム
の構築が求められ、医療機関外で提供される医
学的・社会的サービスの質の担保が課題となっ
ている。2024年度の介護報酬改定では「地域包

括ケアシステムの深化・推進」が重点方針とさ
れ、科学的介護情報システム（LIFE：Long-term 

care Information system For Evidence）の見直しも
進められている。訪問看護においても、質の高
いケアを安定的に提供する体制整備が急務であ
り、その基盤となる標準化された質評価指標の

研究要旨 

本研究は、訪問看護の質向上に資する標準化された評価指標の構築を目的とした。国内外の文献お
よび資料を網羅的にレビューし、572 項目の評価指標を収集した後、評価困難・日本の訪問看護には
当てはまらない等の基準により 360 指標に絞り込んだ。関連学会および訪問看護諸団体から選出され
たエキスパートパネルでの討議を経て、102 指標を評価指標案として選定した。続いて、訪問看護師 4
名を対象としたインタビュー調査により表面妥当性を確認し、実務に即した表現へと修正した。最後
に、訪問看護師・他職種・訪問看護利用者および家族・政策関係者の計 40 名を対象にデルファイ法を
実施した。第 2 回調査の結果、有用性 7 以上の回答割合が 80%以上であった 65 指標を採用した。合
意基準を満たさなかった 37 指標についてはエキスパートパネルにて再討議を行い、19 指標を追加採
用した（うち 4 項目は統合により 16 指標）。さらに研究班の討議により 5指標を新たに追加し、最終
的に 86 指標（アウトカム 32 指標、実践プロセス 45 指標、構造 9指標）を評価指標案とすることに合
意が得られた。 今後の広い活用には、特にアウトカム指標を中心に導入・普及を進めることが期待さ
れる。 
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構築が不可欠である。 

これまで、OASIS（Outcome and Assessment 

Information Set）[1]や VENUS（Visualizing 

Effectiveness of NUrsing and Long-term Care）質指
標[2]、日本看護協会[3]や日本訪問看護事業協会
の指標[4]、オマハシステム[5]などが用いられて
きたが、国内で共通に活用される指標は存在せ
ず、全国的に統一した評価が行われていない。
さらに、国際的にも、構造・プロセス・成果の
三つの主要ドメインを包括的に考慮した質指標
はほとんど存在せず[6]、また多くの指標が提案
されているにもかかわらず、質測定に関する国
際的なコンセンサスが欠如している[7]。 

このような背景から、日本の訪問看護の質を
包括的に評価できる実装性の高い標準化指標の
構築が求められている。そのためには、既存指
標のレビューを基に訪問看護利用者、訪問看護
実践者や専門家間の合意形成を行うことが重要
である。 

本研究は、訪問看護の質向上に資する評価指
標の標準化を目的として、既存指標のレビュ
ー、インタビュー調査及びデルファイ法による
調査にて評価指標案を作成する。これにより、
訪問看護における全国統一の質の評価指標が整
備され、LIFE加算導入の根拠となるとともに、
質の高い在宅看護サービスの普及が期待され
る。 
 
B. 研究方法 

 本研究では、既存指標のレビュー、エキスパ
ートパネル、インタビュー調査、およびデルフ
ァイ法を段階的に実施した（図 1）。 
 
１．評価指標案の作成：レビュー 

１）レビューの方法 

 国内外の訪問看護の質評価指標を網羅的に抽
出するため、英文および和文のレビュー論文お
よび、報告書やインターネット上の実務関連サ
イト等のいわゆる Grey Literatureを対象としたレ

ビューを行った。 
 
２）データベース 

 英文のレビュー論文は PubMed, Cochrane 

Library, CINAHL, Web of Science, PsycINFOを用
い、和文のレビュー論文は医中誌Webを用いて
検索した。Grey Literatureについては、Google検
索によるハンドサーチに加え、研究班での議論
を通して提案された文献も追加することで補完
した。 
 
３）検索戦略 

 英文のレビュー論文の検索語は、「Older 

adults」「Home visit nursing」「Quality 

indicators」「Review articles」等を用い、適宜
AND/ORで組み合わせた。和文のレビュー論文
は「高齢者」「訪問看護」「質指標」「レビュ
ー」等のキーワードで検索を行った。Grey 

Literatureについても「Review articles」「レビュ
ー」を除き同様の検索語を用いた。検索は 2025

年 5月に実施した。 
  
４）組み入れ基準 

 以下に当てはまる指標を含む文献を組み入れ
た。 

Population: 高齢者（and/orその家族） 

Exposure: 訪問看護 

Outcome: 質指標（構造、過程、結果） 

 2010年 1月から 2025年 5月に発表された文献
を対象とした。 
 
５）文献選択およびデータ抽出 

 タイトル・抄録スクリーニング、フルテキス
ト評価により、対象となる文献を選択した。文
献中の全指標を精査し、高齢者の訪問看護の質
指標に該当する指標を抽出した。 
 
６）エキスパートによる提案および統合 

 既存の指標ではカバーしきれていない要素も
含めた指標案とするため、さらに追加すべき指
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標について研究協力者であるエキスパートとの
ディスカッションを行った。 

 文献レビューで抽出された指標およびエキス
パートにより提案された指標を合わせてリスト
化した。 
 
２．評価指標案の精錬：エキスパートパネル 

１）研究対象者 

以下のいずれかを満たす者を研究対象者とし
た。 

1． 研究参加時点で、国内の看護系諸団体の役
職に就いている方 

2． 研究参加時点で、訪問看護に関する政策立
案に携わっている方 

 
２）調査手順 

 対象者は機縁法により選定し、研究依頼文書
および研究説明文書を用いて研究内容を説明し
た。同意取得後、対面またはオンライン
（Zoom）にて半構造化グループインタビューを
実施した（120分）。エキスパートパネル参加者
はそれぞれ独立して全指標を精査し、訪問看護
の質を評価するものとして採用する指標を回答
した。終了後、謝礼を贈呈した。 
 
３）調査内容 

インタビューガイドに基づき、評価指標案の
全体的印象、妥当性、重要性、実用性等につい
て尋ねた。 

 
４）分析 

 インタビュー内容は録音し、逐語録を作成し
た。逐語録は個人情報を削除したうえで匿名化
した。逐語録を基に内容を整理し、評価指標案
の修正点を抽出した。 
 
３．表面妥当性の検討：インタビュー調査 

１）研究対象者 

以下の基準を全て満たす者を研究対象者とし
た。 

1． 研究参加時点または過去 3年以内に、訪問看
護事業所に従事している看護職の方 

2． 当該訪問看護事業所における臨床経験が通
算５年以上の方 

 
２）調査手順 

対象者は機縁法により選定し、研究依頼文書
および研究説明文書を用いて研究内容を説明し
た。同意取得後、オンライン（Zoom）にて半構
造化インタビューを実施した（所要時間：60分
程度）。インタビュー終了後、謝礼として、
Amazonの eギフトカード 5,000円分を贈呈し
た。 
 
３）調査内容 

基本属性として、インタビューガイドに基づ
き、評価指標案の全体的印象、表現の適切性や
答えやすさ等について尋ねた。 
 
４）分析 

 インタビュー内容は録音し、逐語録を作成し
た。逐語録は個人情報を削除したうえで匿名化
した。 
 
４．合意形成：デルファイ法による調査 

１）研究対象者 

以下の基準を全て満たす者を研究対象者とし
た。 

● 研究参加時点または過去３年以内に、主な
利用者が介護保険対象者である訪問看護事
業所に従事しており、当該訪問看護事業所
における臨床経験が通算５年以上である専
門職の方（訪問看護師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、ケアマネージャ
ー）、又は訪問診療に携わる医師 

● 研究参加時点または過去３年以内に、介護
保険で訪問看護を利用している方（調査内
容を理解し、自ら同意いただける方） 

● 研究参加時点または過去３年以内に、介護
保険で訪問看護を利用している方の家族
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（調査内容を理解し、自ら同意いただける
方） 

● 政策関係者 
 
２）調査手順 

調査への参加は任意とし、研究内容を理解し
た上で参加に同意した場合にのみ、オンライン
上での調査への回答を求めた。具体的には、依
頼状に記載したオンライン調査 URLまたは QR

コードからアクセスし、調査票冒頭の同意欄に
チェックを入れた後に回答した（所要時間：60

分程度）。 

1回目調査終了後、登録された対象者のメール
アドレス宛に、1回目調査の集計結果および 2回
目調査の URLを送付した。対象者は、1回目調
査の集計結果を参照した上で、2回目調査に回答
した（所要時間：60分程度）。 

2回目調査終了後、謝礼として QUOカードま
たは Amazonの eギフトカード 20,000円分を贈呈
した。なお、政策関係者への謝礼は無しとし
た。 
 
３）調査内容 

 基本属性として、職種または立場、性別、年
齢、最終学歴、訪問看護サービス利用年数、疾
患名、訪問診療・訪問看護（関連の仕事）に従
事している年数、上位資格等について尋ねた。 

合意基準は、米国 RAND社のデルファイ法に
関するマニュアル [8] を参考に、評価指標案の各
指標について、訪問看護の質を反映する指標と
しての「有用性」の程度として、１から９（１
＝極めて有用でない～ ９＝極めて有用である）
のいずれかの回答を求めた。有用性とは、「評
価指標が、訪問看護の質を反映するものとして
適切か、また、今後の訪問看護の質改善を行う
上で役立つかどうか」と定義した。１から６と
回答した場合は回答理由について回答を求め
た。 

1回目調査は基本属性と評価指標案について尋

ね、2回目調査では評価指標案のみを尋ねた。 
 
４）分析 

1回目調査終了後、各指標の回答割合を算出
し、回答理由については指標ごとに生データを
整理した。2回目調査終了後、有用性 7以上の回
答割合を算出した。RANDのマニュアル[8]を参
考に、7以上の回答割合が 80%以上の指標を合意
が得られたものとして採用した。 

 
５．倫理的配慮 

 東京大学大学院医学系研究科・医学部倫理委
員会の承認を受けて、機関の許可を受けて実施
された（No. 2025327NI）。なお、研究参加者に
は、文書による同意を得た。 
 
C. 研究結果 

１．レビュー 

 文献検索の結果、合計 572指標が抽出された。
その上で、日本の訪問看護の文脈に合わない
（例えば処方権に関連した質指標等）、天井効
果が考えられる項目等の 212指標を、研究者らの
合議で除外し、360の質指標案が抽出された。指
標案の抽出に至る 5経路別に述べる（図 2）。 
 
１）質指標項目が示されているシステマティッ
クレビュー論文 

 まず、検索の過程で、2010年 1月から 2023年
6月に出版された英文のレビュー論文および Grey 

literatureを対象としたシステマティックレビュー
論文[6]を入手したため、これに含まれる質指標
（指標数 n=6,391）を精査した。評価困難なも
の、訪問看護に当てはまらないもの、日本の文
脈に当てはまらないもの、重複あるいは極めて
類似したものを除外し、134指標を抽出した。 
 
2）2023年 6月以降の英文レビュー論文 

 続いて、１）で記したレビュー論文の対象期
間より後に出版されたレビュー論文（2023年 6

月以降）論文数 n=2,429）のうち、訪問看護の質
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指標に当てはまらないものを除外し、2件の論文
を精査した。9件の質指標が抽出された。 
  
３）日本のデータベース検索 

日本のレビュー論文は、全文レビュー対象は 2論
文あったものの、質指標を示した論文ではない
等の理由から、組み入れ対象論文はなかった。 
 
４）英文 Grey literatureと専門家からの提案 

網羅性を高めるために、質指標に関する Web

サイト等から英文の Grey literatureや専門家から
の意見を確認し、54の質指標案が抽出された。 
 
５）和文の Grey Literature 

 同様に、質指標に関する Webサイト等から、8

つの文献を見出した。これらの文献から、組み
入れ基準に当てはまる指標を抽出し、重複ある
いは極めて類似したものを除外し、375指標が得
られた。 
 
２．エキスパートパネル 

 評価指標案を精錬するためにエキスパートパ
ネルを開催し、レビューにより特定された評価
指標案（360指標）について意見を交換した。 

エキスパートパネルには、一般社団法人 全国
訪問看護事業協会・常務理事／中島朋子氏、一
般社団法人日本看護協会／常任理事・鈴木理恵
氏、公益財団法人日本訪問看護財団・事務局次
長／大竹尊典氏、日本在宅看護学会・理事／岩
本大希氏の４名が参加した。 

エキスパートパネルメンバーへあらかじめ質
指標 360項目案をお送りした上で、2時間のエキ
スパートパネルで話し合いを行った。それらの
話し合い後に、エキスパートパネル 4名へそれぞ
れ、質指標として採用するかどうか尋ねた。参
加者 4名のうち 3名以上が「採用」と回答した質
指標 86指標から類似性等の理由から 3指標を削
除し、83指標を採用とした。加えて、研究者
は、採用されなかった指標について、エキスパ
ートパネルでの意見を基に改めて精査し、新た

に 19指標を追加した。最終的に、評価指標案と
して 102指標が特定された。 
 
３．インタビュー調査 

表面妥当性を検討するためにインタビュー調
査を実施した。訪問看護師４名が参加し、訪問
看護事業所での通算経験年数は平均 10.1年、イ
ンタビュー時間は平均 40分であった（表 1）。
インタビューの結果を基に、答えやすさや統一
性のために各指標の表現を修正した。 
 
４．デルファイ法による調査 

デルファイ法を用いたオンライン調査全 2回を
実施した（表 2）。40名を対象とし、1回目調査
は 36名、2回目調査は計 34名から回答を得た。 

2回目調査の結果、102指標のうち、訪問看護
の質指標としての有用性（9段階評価）を 7以上
と回答した者の割合が 80%以上の指標は 65指標
であった。残りの 37指標について、エキスパー
トパネルにて討議し、19指標を追加採用した。
採用された 19指標のうち、4項目は内容の類似
性から 1項目に統合され、16指標となった。さ
らに、研究班にて項目全体を討議した。その結
果、今後さらに重要性が高まる項目と考えられ
た地域連携等に係る項目について、デルファイ
ラウンドに入る前に一旦除外されていたが、5指
標を採用した。最終的に、65指標・16指標・5

指標を合わせた 86指標を評価指標案として合意
された（図 3）。  

指標は、全部で 6ドメイン構造とし、1. 基本的
ニーズの充足支援、2. 病状安定と苦痛緩和の支
援、3. 尊厳と心理社会的ニーズへの支援、4. 安
らかなエンドオブライフへの支援、5. リスク予
防と安全確保の支援、6．組織のケア提供体制 

であった（表 3）。 

 指標のうち、32指標（アウトカム指標）を表 4

に示した。このうち、24指標は看護職からの報
告、8指標は利用者又は家族が報告する指標であ
った。 
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D. 考察 

１. 指標案の妥当性と網羅性 

本研究では、多様なステークホルダーによる
合意形成プロセスを経て、86項目の訪問看護質
指標の原案を構築した。本指標の最大の特徴
は、臨床専門家だけでなく、患者・家族、政策
決定者の視点を統合した点にある。これによ
り、従来の提供者中心の評価に留まらず、訪問
看護サービスを受ける利用者、さらには政策的
視点をも含めた質指標の枠組みを提案出来た。
特に、多職種連携や意思決定支援など、統計的
な合意だけでは含まれない可能性があるもの
の、臨床現場で不可欠な項目を定性的な議論を
経て指標に含めた点は、本指標の強みであると
考える。 

 
２. 既存ツールとの比較と実用性 

本指標セット（86項目）は、国際的に用いら
れる interRAI-HC（約 260項目）と比較すると、
項目数が少ない。また、国内の既存の評価指標
との比較においても、行政的なコンプライアン
スを重視する傾向にある従来の質指標 [4]に対
し、本指標は 32項目のアウトカム指標（うち 8

項目の Patient Reported Outcome (PRO)：利用者報
告アウトカムを含む）を軸とした、より臨床的
かつアウトカム志向の構成となっている。網羅
的なアセスメントから、焦点を絞ったモニタリ
ングへとシフトすることで、現場の看護職を疲
弊させることなく、多面的な質評価を可能にす
る実用的な代替案となり得る。 

 
３. 領域別の特徴：尊厳と心理社会的ニーズ 

全 6ドメインの中で、「尊厳と心理社会的ニ
ーズへの支援」に関する項目が最も多く抽出さ
れた。これらの指標は、訪問看護の本質的なス
キルを象徴しており、従来の国内外の質指標で
は十分に指標化されてこなかった領域である。
先行研究において、日本の訪問看護の質は単な
る臨床的予後ではなく、信頼関係の構築や患

者・家族の満足度、生活の価値観に根ざした支
援に依存することが示唆されている[9]。本指標
は今まで質指標として明示されてこなかったこ
れらの指標を含んだ点が新しいと言えよう。 
 
４. 本研究の限界 

本研究の限界として、第一に臨床現場におけ
るデータ収集の実現可能性や負担感の実証的検
証が未完了である点が挙げられる。第二に、デ
ルファイ法に参加した対象者の代表性の問題、
第三に専門家の判断による項目選択に伴うバイ
アスの可能性が残る。今後は、これらの指標を
継続的にモニタリングすることで、実際に患者
アウトカムの改善に寄与するかどうかを縦断的
に検証する必要がある。 

 
５. 国の政策への活用に向けた展望 

本指標が、訪問看護事業所に普及していくた
めには、標準的な評価ツールとして国の診療報
酬体系や介護保険制度に統合される必要がある
と考える。本指標を訪問看護記録等のデジタル
ヘルスシステムと連携させ、日々の看護記録か
ら自動的にデータを抽出・蓄積する仕組みを構
築することで、現場の事務負担を最小限に抑え
たフィードバックが可能となる。 

特に、介護保険の施設サービス領域中心に展
開されている科学的介護情報システム(LIFE)へ本
指標を組み込むことは、直感に頼った質管理か
らデータ駆動型質管理への転換を促し、科学的
根拠に基づいた訪問看護の質向上と、持続可能
な地域包括ケアシステムの実現に寄与すると期
待される。 

 
 
 

E. 結論 

本研究では、国内外における訪問看護の質に
関する評価指標を網羅的に収集した指標につい
て、エキスパートパネル及びデルファイ法を経
て、全国で共通活用可能な「訪問看護質指標
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（86項目）」の原案を策定した。次年度、前向
きコホート調査により評価指標案の妥当性を検
討する。 
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表１ インタビュー調査対象者の概要 

ID 訪問看護事業所での通

算経験年数 

インタビュー時間 

1 10 58分 

2 5.5 40分 

3 16 30分 

4 9 37分 

 
表 2 デルファイ調査対象者の属性（n = 34） 
  n ％ 

参加者グループ／職種 訪問看護サービス利用者 1 2.9 

 訪問看護サービス利用者の家族 2 5.9 

 看護師 18 52.9 

 医師 3 8.8 

 理学療法士 1 2.9 

 作業療法士 2 5.9 

 言語聴覚士 0 0 

 ケアマネジャー 3 8.8 

 政策立案者 4 11.8 

性別 男性 11 32.4 

 女性 22 64.7 

 無回答 1 2.9 

年齢 ≦39歳 7 20.6 

 40〜49歳 11 32.4 

 50〜59歳 7 20.6 

 60〜69歳 7 20.6 

 ≧70歳 1 2.9 

学歴 高校卒業未満 1 2.9 

 専門学校 15 44.1 

 短期大学 3 8.8 

 大学 8 23.5 

 大学院 6 17.6 

現職の経験年数（n=31） 
 平均 14.26 ± SD 

8.00 

サービス利用年数（n=3） 
 平均 1.67 ± SD 

0.58 

SD: Standard Deviation（標準偏差） 
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表 3 訪問看護の評価指標のドメイン別の数 

ドメイン 全て 

質指標 

構造 

 過程  結果 

 アセス

メント 
ケア  

看護職に 

よる報告 

利用者に 

よる報告 

1. 基本的ニーズの充足支援 16 0  7 4  5 0 
2. 病状安定と苦痛緩和の支援 22 0  7 3  12 0 
3. 尊厳と心理社会的ニーズへの支援 30 0  12 6  4 8 
4. 安らかなエンドオブライフへの支援 6 0  0 4  2 0 

5. リスク予防と安全確保の支援 3 0  0 2  1 0 

6．組織のケア提供体制 9 9  0 0  0 0 

合計 86 9  26 19  24 8 
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表 4 訪問看護の評価指標案（結果指標：32指標）  

No. ドメイン 評価指標 評価者 

1 1. 基本的ニーズの充足支援 利用者の、日常的な活動の自立度について、回答してく

ださい 

看護師 

2  排便に関する問題により日常生活に影響がありますか 看護師 

3  利用者の状態は、以下のいずれかに当てはまりますか 

・過去 30 日間で、体重が 5％以上減少しましたか 

・本人または周囲の方から見て、過去 30 日前に比

べてやせてきたと感じますか 

看護師 

4  身体の清潔を保つことができていますか 看護師 

5  利用者に、IAD（尿または便（あるいは両方）が皮膚に

接触することにより生じる皮膚炎）がありましたか 

看護師 

6 2. 病状安定と苦痛緩和の支援 利用者は、呼吸器感染症がありましたか 看護師 

7  利用者は、尿路感染症がありましたか 看護師 

8  入院がありましたか（あった場合、以下を入院毎に記

録）入院日数は何日でしたか／入院の理由は何ですか／

予定外の入院でしたか 

看護師 

9  救急車を要請したことがありますか 看護師 

10  予定外の救急外来を受診したことがありますか（入院の

有無は問いません） 

看護師 

11  緊急訪問がありましたか 看護師 

12  緊急の電話連絡がありましたか 看護師 

13  何種類の薬を服用していますか 看護師 

14  利用者は薬の服用を指示どおりに行えていますか 看護師 

15  疼痛はどの程度コントロールできていましたか 看護師 

16  利用者に、皮膚の裂傷や切り傷（手術創以外）（スキン

テア）がありましたか 

看護師 

17  利用者に褥瘡がありましたか 看護師 

18 3. 尊厳と心理社会的ニーズへの支援 利用者は、現在の状況の中で、可能な範囲で自分の希望

する生き方を実現できていましたか 

看護師 

19  家族は介護のために疲れ切っていましたか：※家族：利

用者にとっての家族、家族と聞いて思い浮かべる人 

看護師 

20  ネグレクトや虐待の兆候は見られましたか 看護師 

21  利用者は療養の場において物理的な身体抑制を受けまし

たか（四肢の抑制、ベッドの 4 点柵、車いすのテーブ

ル：等） 

看護師 

22  （家族の療養生活上の安心感） 

・療養者の受けている治療や支援に安心している 

・療養者はあまり苦痛を感じないで過ごせている 

・私の心配事には十分に対処してもらえている 

・色々なサービスがあるので安心だ 

・安心して自宅で療養できる 

利用者の

家族 
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No. ドメイン 評価指標 評価者 

23  今の生活に満足している 利用者 

24  安心して生活している 利用者 

25  痛みや不快感なく過ごせている 利用者 

26  排泄に関して困っている 利用者 

27  今の状況で自分の希望する生き方を実現できている 利用者 

28  （QCE-ACC） 

・私は敬意と尊厳をもって扱われています 

・私は意思決定を支援されています 

・スタッフは十分なスキルを持っています 

・ケアは私の健康と福祉に良い影響を与えています 

・私は社会的な関係やコミュニティとのつながりを持つ

ためのサポートを受けています・私は苦情やフィードバ

ックを安心してスタッフに伝えることができます 

利用者 

29  （NPS）今受けているサービスをどの程度友人や知人に

勧めたいと思いますか 

利用者 

30 4. 安らかなエンドオブライフへの支

援 

（利用者が亡くなった場合のみの回答）利用者本人が希

望する場所でお看取りができましたか（実際の死亡場所

と、希望の場所をそれぞれ回答してください） 

看護師 

31  （利用者が亡くなった場合のみの回答）利用者の死亡

後、家族や周囲の人から安らかな最期を迎えられた等の

発言がありましたか 

看護師 

32 5. リスク予防と安全確保の支援 転倒転落はありましたか 看護師 

 

 
 
図 1 研究１の全体像 
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図 2 文献レビューのフローチャート 
 
 

最新のレビュー文献の検索 (2023年6月～)
(対象：2023年6月~2025年5月の英語のレビュー文献）

除外論文(N = 2)
・QIではない
     (N= 1)

・施設ケア
    (N = 1)

除外指標(n = 212)
・天井効果 ・日本文化に合わない ・ドメイン変更
・重複 ・優先順位が低い ・その他

Notes:
*1 ポリシー・ガイドラインマニュアル、臨床実践ガイドライン、政府や自治体の報告書、行政・医療制度関連のニュースなど
*2 Karimi-Dehkordi ら（2024）が述べているように、明確性とは質指標が十分に明確であり意味のある解釈や行動につなげられることを、定量性とは質指標において分子と分母の説明が明示されていることを指す。
*3 継続ケアは、在宅ケア、サポート付き住宅（アシストリビング）、または長期介護（介護老人ホーム）を含むケアを指す。
*4 臨床従事者の経験、労働環境、職務満足度、研修を測定するQI（例：在宅ケアサービスのうち、スタッフに対して認知症特化研修を提供している割合）

指標 (n = 572)

指標数 論文数
指標 (n = 360)

出典4
英語

Grey 論文

出典5
日本語

Grey 論文

重複または類似
(n = 93)

重複または実質的に類似
 (n = 134)

指標 (n = 134)  指標 (n = 9)  指標 (n = 0) 指標 (n = 54) 指標 (n = 375)

組み入れ論文
(N = 2)

・関連するQIがない 組み入れ対象論文
(N = 0)日本文化では無関係または当然

のため除外(n = 14)

(N = 24)

関連する指標 (n = 268)

除外論文(N = 25)
・人材 (n = 17) *4 ・レビューではない

関連し得る指標(n = 282) ・施設またはその他のケア環境 質質指標
(n = 468)・在宅ケア関連 (n = 191)     (n = 122)     (N = 1)

・不明確 (n = 91)

予防 (n = 73) 除外論文 (N = 2,402) 除外論文
継続ケアの指標 *3  (N = 61) 高齢者ケアと

無関係
(n = 10)

(n = 421) 全文レビュー用文献
(N = 27)

全文レビュー(N = 2)
無関係な指標 (n = 139)

指標 *2 タイトル・要旨スクリーニング
(N = 2,429)

タイトル・要旨スク
リーニング(N = 63)

質指標
(n = 478)(n = 1662) 急性期ケア (n = 535)

地域ケア (n = 633)

専門家からの提案
・予防 (n = 207) Web of Science (N = 1,909)  (n = 3)

・継続ケア (n = 2055) 不明確または定量できない
指標(n = 4729)

PsychInfo (N = 105)
重複(N = 610)

全指標数 (n = 6391) PubMed (N = 861)
医中誌 web
　(N = 63)

英語Grey論文からの項目
組み入れ論文

 (N = 8)

・急性期ケア (n = 1769) Cochrane Library (N = 108)  (n = 51)
・地域ケア (n = 2360) CINAHL (N = 56)

出典1
レビュー論文（2024出版）

出典2
最近のレビュー論文

出典3
日本のデータベース

(Karimi-Dehkordi et al. 2024)対象：2010年1月～2023
年6月に発表された英語のレビュー論文およびグレー文献

(対象：2010年1月~2023年6月に投稿され
た日本語のレビュー論文)
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図 3 デルファイ調査における評価指標案のフローチャート 
 
 



別添４ 

31  

厚生労働科学研究費（長寿科学政策研究事業） 
分担研究報告書 

 
訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究 

訪問看護事業所のサービス提供実態のアウトカムに関する分析（研究 2） 
 

研究代表者 山名隼人 自治医科大学 データサイエンスセンター 講師 
研究分担者 野口麻衣子 東京大学大学院医学系研究科 准教授 
 角川由香 東京大学大学院医学系研究科 助教 
 柏原康佑 東京大学医学部附属病院臨床研究推進センター 特任講師 
 横田慎一郎 千葉大学大学院看護学研究院 教授 
研究協力者 江南沙里菜 東京大学大学院医学系研究科 大学院生 

A. 研究目的・背景 
高齢者を地域で支える地域包括ケアシステム

の構築が進められている。入院中心の医療から
在宅でのケアへの移行が進む中で、訪問看護の
重要性は今後ますます高まると考えられる。質
の高い訪問看護を提供するために、エビデンス
に基づき訪問看護のケアの質を定量的に評価す
る評価指標の開発が求められる。 

詳細な評価指標を作る上では、事業所等を対
象として直接の調査を実施することが重要であ
る。一方で、このような一次的な調査の場合に
は、調査数が限られることや、参加事業所の偏
り、報告者の影響などの課題も挙げられる。近
年ではレセプトデータをはじめとした日常診療
で得られる情報を二次的に研究に利活用する、
いわゆるリアルワールドデータ(RWD)研究も普

及している。訪問看護に関する評価指標の開発
にもレセプトデータ等を活用することが有用と
考えられ、特に地域全体を対象としたデータを
複数用いることで、地域内分布や地域間差を分
析することが可能と考えられる。 

我々は Diagnosis Procedure Combination デー
タや医療レセプトデータなど、様々な RWD を
用いた研究を実践してきた 1–6。特に、自治医科
大学では１県全体の国民健康保険および後期高
齢者医療制度の医療レセプトデータならびに介
護レセプトデータをデータベース化しており、
訪問看護の評価指標を検討することにも有用と
考えられる。一方、既存のデータベースの限界
として、①１県のみのデータであり地域間の差
の分析に限界がある、②事業所の設備・人員や
所在地などの情報はレセプトからは得られな

研究要旨 
訪問看護の質を定量化するためには、一次的な調査に加えて、レセプトデータベース等を二次的に

活用して評価指標を作成することも有用と考えられる。しかし既存のデータベースでは限界も多く、
データの特性を踏まえた評価指標の実現可能性についての吟味も十分ではない。そこで本研究では、
まず県レベルの医療および介護のレセプトデータに事業所の情報を突合し、分析用のデータベースを
構築した。同時に、研究１で実施されている評価指標の精査の経過を踏まえ、候補指標に関してレセ
プトデータによる分析の可能性を検討した。更に、試験的な評価指標として訪問看護事業所別の褥瘡
の有病率を分析することとし、算出ロジックを定めて 1 県のデータで抽出と集計を行った。今後は構
築したデータベースを活用し、訪問看護の質向上に資する評価指標の検討を更に進める予定である。 
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い、③医療保険による訪問看護のデータは過去
には電子化されていなかったため含まれていな
い、といった点が挙げられる。更に、レセプト
データを用いてどのような評価指標が実現でき
るか、データ構造や限界を踏まえた吟味もなさ
れていない。 

本研究の目的は、データベースの二次分析に
より訪問看護事業所のサービス提供実態のアウ
トカムを明らかにすることである。令和７年度
は、既存のデータベースにデータを追加し分析
用データベースを構築するとともに、研究１
（文献レビューによる既存評価指標の精査）の
経過と並行してレセプトデータによる評価指標
の分析可能性を検討した上で、試験的に指標の
算出を実施した。 
 
B. 研究方法 
本研究は３つに分けて実施した（図 1）。 
１．分析用データベースの構築 
 県および市町等との調整を行い、国民健康保
険および後期高齢者医療制度のレセプトデー
タ、KDB（国保データベース）データならびに
介護レセプトデータの取得を進めた。既存の県
（A 県）はデータの年度を更新し、新たに B 県
で調整を行った。また A 県については医療保険
による訪問看護のデータも検討した。 
 また、介護事業所等に関する情報を別途入手
することとした。地域における医療資源の状況
を把握する目的で、訪問看護事業所に限定せず
A 県および B 県に存在する様々な種類の機関
（表 1）のデータを入手した。 
 
２．質指標候補のレセプトの抽出可能性の検討 
 研究 1 の途中段階で得られた 284 件の評価指
標の候補に関して、レセプトデータからの抽出
と計算の実現可能性を検討した。２名の研究者
（研究者 1：データベース研究の専門家、研究者
2：看護研究の専門家）がそれぞれ検討を行い、
「可能性あり」「要検討」「困難」で分類し

た。またレセプトデータからの抽出にあたって
改変が必要な定義等について検討した。 
 
３．選定された質指標のデータベースからの抽
出と単純集計 
 褥瘡発生とその経過は、看護実践の質を反映
する指標、いわゆる Nurse-Sensitive Outcome と
して広く認知されていることから、試験的な評
価指標の算出として、事業所別の褥瘡の有病割
合を分析した。A 県のデータを用いて、国民健
康保険または後期高齢者医療制度の被保険者の
うち 2020～2022 年度に介護保険の訪問看護（サ
ービス種類コード：13）を受けた利用者の情報
を抽出した。医療保険と介護保険のデータが連
結できない対象者を除外した上で、県内の訪問
看護事業所でサービスを受けた利用者のデータ
を対象とし、各利用者の各月のデータを基に分
析した。医療保険の傷病名から同月中の褥瘡の
傷病名（ICD-10 コード：L89、疑い病名は除
く）を抽出した上で、以下のロジックで評価指
標を算出した。 
・分析の単位：事業所、年度 
・分母：１年間に各事業所で介護保険の訪問看
護を実施した人月の合計 
・分子：分母のうち、医療保険で褥瘡の病名が
記録された人月の合計 
・除外：分母<120 人月 

 
４．倫理的配慮 
 本研究は自治医科大学附属病院医学系倫理審
査委員会の意見を聴き（臨第 25-106）、機関に
よる実施許可を得て行った。既存の匿名加工情
報のみを用いることから、人を対象とする生命
科学・ 医学系研究に関する倫理指針の適応外と
判断された。 
C. 研究結果 
１．分析用データベースの構築 

A県については、県内全市町から取得済みであ
った2019～2023年の各種レセプトデータを拡張
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して2015～2025年のデータを取得し、医療保険
の訪問看護レセプトデータも入手した。B県につ
いても、2018～2025年のデータ取得を完了し
た。 

介護事業所等の情報については、A県は2018～
2022年、B県は2018～2025年等のデータを入手
した。A県およびB県における2018～2022年の介
護事業所数の推移を種類ごとに図2に示す。施設
数の推移は、県と提供するサービスの種類によ
って異なることが明らかとなった。 
 
２．質指標候補のレセプトの抽出可能性の検討 
 研究者２名による 284 件の評価指標の検討結
果を表 2 に示す。合計 116 件の指標が少なくと
も 1 名の研究者により「可能性あり」と判定さ
れた。重複を除いた 69 件の評価指標を表 3 に示
す。また評価指標をレセプトデータから算出す
るにあたっては、適切なデータが存在するか、
またどのように変数を定義するか、といった課
題が挙げられた。 
 
３．選定された質指標のデータベースからの抽
出と単純集計 
 A 県国民健康保険または後期高齢者医療制度
の被保険者のうち、3 年間に介護保険の訪問看護
を受けた 16,960 人が選択された。除外基準を適
用した結果、2020 年度は 86 事業所、2021 年度
は 87 事業所、2022 年は 84 事業所がそれぞれ分
析対象となった。年度ごとの人月の合計値、事
業所規模と褥瘡の有病割合は表 4 に示すとおり
であり、図 3 は褥瘡の有病割合を順に並べたも
のであり、一定程度のばらつきが認められた。 
 
D. 考察 
 本研究では、データベースの二次分析により
訪問看護事業所のサービス提供実態のアウトカ
ムを明らかにするため、レセプトデータベース
を基に分析用データベースを構築するととも
に、284 件の評価指標の候補に関して分析可能性

検討した上で、試験的な評価指標として褥瘡を 
選択し、事業所別の褥瘡の有病割合を分析した 
。褥瘡発生とその経過は、看護実践の質を反映 
する指標、いわゆる Nurse-Sensitive Outcome と 
して広く認知されている。 
 既存のデータベースを拡張して複数県のレセ
プトデータを入手することにより、地域間差の
分析が可能になった。また事業所の情報を追加
することにより、事業所規模などレセプトデー
タからは得られない情報を補うことが可能とな
った。2 県の介護事業所数を集計した予備的検討
からも、2 県の医療資源の傾向が異なることが明
らかである。更に、1 県では新たに医療保険によ
る訪問看護のデータを入手した。次年度はこれ
らのデータを複合的に用いることで、訪問看護
の質向上に向けて評価指標の検討を進める予定
である。 
 評価指標の分析可能性の検討では、候補とな
る指標のうち一定程度について、レセプトデー
タから分析できる可能性が示唆された。また１
つの指標（事業所別の褥瘡の有病割合）につい
ては、医療レセプトと介護レセプトの連結デー
タベースを活用して試験的にロジックの設定と
指標の算出を行った。なお本研究の限界とし
て、①現段階では研究 1 の検討途中のリストを
基に検討を行った点、②評価指標の分析可能性
や算出方法が詳細・系統的にはできていない
点、③他のデータベースでの実現可能性は検討
できていない点、が挙げられる。特に、利用者
のもつ基礎疾患等の背景の調整ができていない
ことには注意が必要であるが、医療と介護の連
結データベースを用いることで更なる詳細な分
析が可能である。今後は研究 1 の成果も踏ま
え、データベースの二次分析により算出可能な
評価指標の検討を進める予定である。 
E. 結論 

訪問看護の質を定量化するため、データベー
スの構築と指標の検討を行った。今後は追加し
たデータも活用して更なる検討を進めること
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で、評価指標の標準化と訪問看護の質向上にデ
ータベースの二次利用から貢献する。 
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図表 
表 1. 入手・活用した事業所等のデータに含まれ
る機関の種類 
種別 機関の種類または提供サービス 

医科 病院、診療所 

歯科 歯科診療所 

薬局 保険薬局 

介護 

訪問サービス、通所サービス、福祉用

具サービス、居宅介護支援サービス、

居宅系サービス、施設系サービス、サ

ービス付き高齢者住宅、住宅型有料老

人ホーム 

 
 
表2. 研究者2名による、訪問看護の質評価指標の
候補（N=284）に関する分析可能性の検討 

研究者 1 

研究者 2 

可能性

あり 

要検討 困難 

可能性あり 43 1 53 

要検討 10 1 17 

困難 9 1 149 
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表 3. レセプトデータから抽出可能と考えられた訪問看護の評価指標の候補 
番号 評価指標 

1 人口に占める利用者の割合 

2 訪問頻度 

3 業務効率指数 

4 利用可能日から 5 日以内の初回看護訪問 

5 30 分以上の訪問介護 

6 24 時間サービスの提供 

7 管理栄養士への相談 

8 死亡者数 

9 退院後の予定外の再入院 

10 退院後の予定外の救急外来受診 

11 予定外の救急外来受診と死亡 

12 特定の疾患について退院後のフォローアップ受診 

13 精神科入院後の受診 

14 ADL の改善 

15 ADL の低下 

16 IADL の改善 

17 IADL の低下 

18 在宅における移動機能の障害 

19 移動および歩行の自立度の維持・改善 

20 移乗および移動の悪化または依存状態維持 

21 体重減少 

22 便秘の有病率 

23 膀胱失禁の有病率 

24 膀胱機能の改善 

25 膀胱機能の低下 

26 膀胱失禁の発症または膀胱機能の非改善 

27 褥瘡の有病率 

28 褥瘡・潰瘍の有病率 

29 多剤併用 

30 7 日を超えて処方された抗生物質 

31 長時間作用型ベンゾジアゼピン系、強い抗コリン作用薬またはトラマドールの使用 

32 向精神薬の使用 

33 向精神薬の多剤併用 

34 抗うつ剤の使用 

35 抗精神病薬の使用 

36 抗精神病薬の使用（認知症あり） 

37 抗精神病薬の使用（認知症なし） 

38 低リスクの抗精神病薬使用 

39 高リスクの抗精神病薬使用 

40 抗精神病薬の適応外使用 

41 認知機能 

42 認知機能の改善 

43 認知機能の低下 

44 進行期認知症に対する嚥下機能と体位の評価 

45 コミュニケーション機能の改善 

46 コミュニケーション機能の低下 

47 コミュニケーション機能の低下または非改善 

48 気分の改善 

49 気分の低下 
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表 3（続）. レセプトデータから抽出可能と考えられた訪問看護の評価指標の候補 
番号 評価指標 

50 抑うつ気分 

51 孤独・苦悩 

52 転倒 

53 外傷  

54 傷害（骨折、2 度または 3 度の熱傷、原因不明の傷害） 

55 骨折 

56 大腿骨頸部骨折 

57 疼痛の有無 

58 コントロールされていない疼痛 

59 痛みの改善 

60 慢性オピオイド使用 

61 慢性オピオイド使用（認知症あり） 

62 慢性オピオイド使用（認知症なし） 

63 死亡場所別の割合 

64 死亡前のかかりつけ医との接触 

65 看取り前に受けた在宅ケア 

66 看取り前の訪問診療・医療の頻度 

67 ホスピスに入院しなかった割合 

68 在宅緩和ケアにより最期まで自宅で過ごすことができる 

69 在宅緩和ケアにより入院を減らす 

 
 
表4. 年度ごとの訪問看護事業者別の褥瘡の有病割合（A県） 

年度 事業所数 
年間の人月

合計 

事業所規模(人月)、 

中央値 [四分位範囲] 

褥瘡の有病割合(%)、 

中央値 [四分位範囲] 

2020 86 51,204 498 [294, 792] 2.1 [1.0, 3.8] 

2021 87 54,404 508 [283, 831] 1.9 [0.9, 4.0] 

2022 84 54,783 543 [291, 914] 2.3 [0.8, 3.9] 

 

 

 
図 1. 研究２の全体像 
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A. 訪問サービス      B. 通所サービス 

   
C. 福祉用具サービス     D. 居宅介護支援サービス 

  
E. 居宅系サービス     F. 施設サービス 

  
G. サービス付き高齢者向け住宅    H. 住宅型有料老人ホーム  

図 2. 2 県の提供サービス別の介護事業所数 
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図 3. 年度ごとの訪問看護事業者別の褥瘡の有病割合（A 県） 
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令和８年３月１９日 
厚生労働大臣 殿                                        
                                                                                           

                  

                              機関名  国立大学法人東京大学 
 
                      所属研究機関長 職 名  学長 

                                                                                      

                              氏 名  藤井 輝夫          
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                                  

２．研究課題名  訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究                                  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学系研究科・教授                                 

    （氏名・フリガナ）山本 則子・ヤマモトノリコ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 東大医学部の倫理審査委員会 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 

（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和８年３月１９日 
厚生労働大臣 殿                                        
                                                                                           

                  

                              機関名  国立大学法人東京大学 
 
                      所属研究機関長 職 名  学長 

                                                                                      

                              氏 名  藤井 輝夫          
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                                  

２．研究課題名  訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究                                  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学系研究科・准教授                                 

    （氏名・フリガナ）野口 麻衣子・ノグチ マイコ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 東大医学部の倫理審査委員会 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 

（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和８年３月１９日 
厚生労働大臣 殿                                        
                                                                                           

                  

                              機関名  国立大学法人東京大学 
 
                      所属研究機関長 職 名  学長 

                                                                                      

                              氏 名  藤井 輝夫          
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                                  

２．研究課題名  訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究                                  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学系研究科・特任講師                                 

    （氏名・フリガナ）歴本 サメハ・レキモト サメハ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 東大医学部の倫理審査委員会 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 

（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和８年３月１９日 
厚生労働大臣 殿                                        
                                                                                           

                  

                              機関名  国立大学法人東京大学 
 
                      所属研究機関長 職 名  学長 

                                                                                      

                              氏 名  藤井 輝夫          
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                                  

２．研究課題名  訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究                                  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学系研究科・助教                                 

    （氏名・フリガナ）角川 由香・スミカワユカ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 東大医学部の倫理審査委員会 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 

（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和８年３月１９日 
厚生労働大臣 殿                                        
                                                                                           

                  

                              機関名  国立大学法人東京大学 
 
                      所属研究機関長 職 名  学長 

                                                                                      

                              氏 名  藤井 輝夫          
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  長寿科学政策研究事業                                  

２．研究課題名  訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究                                  

３．研究者名  （所属部署・職名）大学院医学系研究科・助教                                 

    （氏名・フリガナ）沼田 華子・ヌマタ ハナコ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 東大医学部の倫理審査委員会 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 

（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和８年２月２０日 

厚生労働大臣 殿           

                               機関名 国立大学法人東京大学 

                      所属研究機関長 職 名 学長 

                              氏 名 藤井 輝夫        

 

   次の職員の令和 7 年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

理については以下のとおりです。 

１．研究事業名   長寿科学政策研究事業                                 

２．研究課題名   訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究                                 

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部附属病院・特任講師                                

    （氏名・フリガナ） 柏原 康佑（カシワバラ コウスケ）                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■  □ ■ 東京大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                          

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □  無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和 8 年 3 月 30 日 
厚生労働大臣 殿 

                                                                                             
                   
                              機関名  自治医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  永井 良三 
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 長寿科学政策研究事業                               

２．研究課題名 訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究               

３．研究者名  （所属部署・職名） データセイエンスセンター 講師                 

    （氏名・フリガナ） 山名 隼人 （ヤマナ ハヤト）                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 倫理指針適応外の研究の実施につき、自治医科大学附属病院医学系倫理審査委員会に

よる判断の上で所属機関の長より研究実施の許可を得ている。（臨大 25-106） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和 ８年 ５月 ２９日 
厚生労働大臣 

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）     

  機関名 国立大学法人千葉大学 

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 横手 幸太郎 

次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１．研究事業名 長寿科学政策研究事業 

２．研究課題名 訪問看護の質向上に向けた評価指標の標準化のための研究  

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院看護学研究院・教授 

（氏名・フリガナ） 横田 慎一郎・ヨコタ シンイチロウ

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：  ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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